
あなたとご家族の安心な暮らしを応援

高齢な親の代わりに預
金をおろしたいけど・・・

あらかじめお届けいただいた代理人の方が、預金手続を行う
ことができます。
(ただし、ご本人さまが、意思・判断能力を喪失するまでです。)

認知症になったらどう
すれば・・・

ご本人さまが認知症と診断され、意思・判断能力を喪失された後
、あらかじめお 届 けいた だ いた 代 理 人 の 方 が 預 金 手 続 を
行うことができます。

お問い合わせ先
玉島信用金庫 業務企画部
０８６－５２６－１３５３


